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勧 告 書

貴社の経営する貨物利用運送事業の運営実態を立入検査したところ、下記のとおり、貨

物利用運送事業法の規定に違反する事実が認められた。

貨物利用運送事業者は法令遵守のもとで事業の健全な発達を図り、もって利用者の利益

の保護及びその利便の増進に寄与することが求められていることから、直ちに法令の定め

るところに従って事業を改善し、事業の適法な運営を図り、再び違反行為を行わないよう

厳重に勧告する。

なお、この違反に対する事業の改善状況が確認されない場合及び改善後に再違反が確認

された場合には、さらに必要な措置をとることがあることを申し添える。

記

１．第二種貨物利用運送事業（国内航空）に係る集配事業計画に記載されていない運送事

業者（㈱ジェットライン、㈱ウイング）を利用した運送を行っていた。（貨物利用運送

事業法第２４条第１項違反）

２．第二種貨物利用運送事業（国内航空及び国際航空）に係る集配事業計画上の集配委託

者や集配委託者の営業所の一部住所が変更されていたが、届出手続きが実施されていな

かった。（貨物利用運送事業法第２５条第３項違反）

国 土 交 通 省


